
『
健
康
で
あ
り
た
い
』
と
思
い

つ
つ
、「
忙
し
く
て
で
き
な
い
」

「
簡
単
に
は
で
き
な
い
」
と
思
っ

て
い
ま
せ
ん
か
？

し
か
し
、
不
規
則
な
食
事
や
日

ご
ろ
の
運
動
不
足
な
ど
が
た
た

り
、
思
わ
ぬ
病
気
に
か
か
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
…
。

医
療
機
関
に
か
か
る
人
が
増
え
、

医
療
費
も
増
加
す
る
と
、
国
民
健

康
保
険
な
ど
町
の
財
政
の
圧
迫
に

も
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

い
つ
ま
で
も
健
康
で
あ
り
続
け

る
た
め
に
は
、
毎
日
の
食
生
活
・

運
動
・
休
養
な
ど
を
し
っ
か
り
と

自
己
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
ず
は
、
で
き
る
こ
と
か
ら
始

め
て
み
ま
し
ょ
う
。

食
生
活

必
要
な
栄
養
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く

と
り
ま
し
ょ
う
。

①
が
ん
・
脳
卒
中
な
ど
の
生
活
習

慣
病
予
防
の
た
め
、
野
菜
を
食
べ

ま
し
ょ
う
。

②
高
血
圧
予
防
の
た
め
に
、
減
塩

に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

③
適
正
体
重
を
維
持
し
ま
し
ょ
う
。

標
準
体
重（
㎏
）=

身
長（
m
）×

身
長（
m
）×
22

運
動ウォ

ー
キ
ン
グ
な
ど
の
適
度
な

運
動
を
す
る
こ
と
は
、
体
調
を
整

え
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
習
慣
病

の
予
防
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ま

た
、
ス
ト
レ
ス
解
消
に
も
効
果
的

で
、
心
身
と
も
に
健
康
を
保
つ
た

め
に
、
積
極
的
に
体
を
動
か
し
ま

し
ょ
う
。

休
養睡眠

を
充
分
に
と
る
こ
と
や
、

生
活
の
中
に
趣
味
な
ど
の
時
間
を

設
け
、
疲
労
解
消
に
努
め
ま
し
ょ

う
。受診

①
病
気
は
早
期
発
見
、
早
期
治
療

が
第
一
で
す
。
我
慢
し
て
悪
化
さ

せ
る
の
は
逆
効
果
と
な
り
ま
す
。

②
医
師
の
指
示
を
守
り
、
自
己
判

断
で
複
数
の
病
院
に
か
か
ら
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

③
信
頼
で
き
る
医
師
を
「
か
か
り

つ
け
医
」
と
し
、
普
段
か
ら
病
気

や
健
康
に
つ
い
て
相
談
し
ま
し
ょ

う
。

④
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

住
民
課
国
民
健
康
保
険
係
○内

２
１
１
７
ま
た
は
、
福
祉
課
医
療

係
○内
２
１
２
８

社
会
保
険
庁
で
は
、
年
金
記
録

照
会
専
用
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

「
ね
ん
き
ん
あ
ん
し
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

０
１
２
０
│
６
５
７
８
３
０

（
24
時
間
年
中
無
休
で
対
応
）

ま
た
、
年
金
相
談
全
般
の
窓
口

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
も
あ
り

ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

�
０
５
７
０
│
０
５
│
１
１
６
５

（
8
時
30
分
〜
22
時
）
土
・
日
曜
、

祝
日
も
対
応

な
お
、
社
会
保
険
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http

://w
w
w
.sia.g

o
.jp
/

）

か
ら
ユ
ー
ザ
ー
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
を
取
得
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

ご
自
身
の
記
録
を
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

大
宮
社
会
保
険
事
務
所
職
員
に

よ
る
出
張
年
金
相
談
を
行
い
ま
す
。

ご
相
談
の
際
に
は
、
年
金
手

帳
・
納
付
書
・
社
会
保
険
事
務
所

か
ら
送
ら
れ
た
は
が
き
な
ど
年
金

番
号
が
わ
か
る
も
の
、
お
よ
び
本

人
の
確
認
が
で
き
る
も
の
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
当
日
は

保
険
料
の
納
付
も
お
受
け
し
ま
す
。

日
時

9
月
27
日
�

9
時
30
分
〜
16
時

場
所

役
場
3
階
第
3
会
議
室

住
民
課
国
民
年
金
係
○内
２
１

１
７年

金
を
受
け
る
権
利
は
死
亡
に

よ
り
な
く
な
り
ま
す
。
権
利
を
喪

失
す
る
と
、
遺
族
の
方
に
は
、
死

亡
に
伴
う
年
金
の
手
続
き
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

年
金
は
死
亡
し
た
月
ま
で
受
け

ら
れ
る
た
め
、
受
け
ら
れ
る
年
金

が
残
っ
て
い
る
と
き
は
、
死
亡
当

時
受
給
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
た
遺
族
の
方
に
支
払
わ
れ
ま

す
。
遺
族
の
方
は
、
年
金
の
給
付

請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
手
続
き
が
遅
れ
る
と

年
金
が
過
払
い
に
な
り
、
遺
族
の

方
に
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
年
金
加
入
中
や
年
金
を

受
け
な
い
ま
ま
死
亡
さ
れ
た
場
合

で
も
、
一
定
以
上
の
保
険
料
を
納

付
し
て
い
る
な
ど
の
条
件
が
あ
れ

ば
、
遺
族
の
方
に
年
金
が
支
払
わ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

請
求
に
は
、
戸
籍
謄
本
や
住
民

票
・
そ
の
他
の
書
類
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
大
宮
社
会
保
険
事

務
所
�
６
５
２
│
４
７
１
１
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

8

町税等の納期のお知らせ

町税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替申込書は、納付書に綴

つづ

られているほか、役場収
税課窓口にあります。通帳・通帳使用印をご持参のうえ、
役場収税課または取扱い金融機関でお申し込みください。
※口座振替の開始は、申込月の翌月末以降の納期分から
となります。 収税課●◯内２１４３

固定資産税　　　３期
国民健康保険税　３期
介護保険料　　　３期納付期限 10月1日

健
康
づ
く
り
で

医
療
費
節
約
を

年
金
記
録
照
会
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
を
開
設

年
金
受
給
者
（
加
入
者
）

が
亡
く
な
っ
た
と
き
は

年
　
金
　
相
　
談

問

問

問

ddddddddddddddd
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

dddddddddddddd

町では、健康増進のため
に「健康ウォーク」を開催

します。ご家族・ご友人お誘い合わせ
のうえ、ぜひご参加ください。（要予約）

内容
①正しく効果的なウォーキング方法
②実地ウォーキング
③食生活改善推進協議会による生活習
慣病予防食の提供・試食など
（雨天時は講習会と生活習慣病予防食の
試食などを行います）
コース 総合センター発着の約７㎞コ
ース
費用 無料　服装 動きやすい服装
・　 １０月１２日�までに、電話で
住民課国民健康保険係●○内２１１７へ

日時 １０月２７日� ９時～１３時
場所 総合センター集合

問申

�
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9

県
で
は
、
低
所
得
の
ひ
と
り
親

家
庭
の
児
童
が
中
学
校
へ
入
学
す

る
と
き
、
就
学
支
度
金
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

次
に
該
当
す
る
方
は
、
12
月
28

日
�
ま
で
に
町
福
祉
課
で
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
期
限
を
過
ぎ
ま
す

と
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

対
象
者
　

母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の

父
、
ま
た
は
父
母
の
い
な
い
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
平
成
20

年
4
月
に
中
学
校
へ
就
学
す
る
児

童
を
扶
養
し
て
い
る
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
（
※
1
）。（
た

だ
し
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
は
除

く
）※

1

市
町
村
民
税
非
課
税
世

帯
と
は
？

申
請
者
お
よ
び
申
請
者
と
同

居
し
て
い
る
扶
養
義
務
者
の
そ

れ
ぞ
れ
の
平
成
18
年
分
の
市
町

村
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い

世
帯
の
こ
と
。

支
給
金
額

1
0,
0
0
0
円

申
請
方
法

申
請
書
は
町
福
祉
課

に
て
配
布
し
て
い
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
し
、
町
福
祉
課
へ
。
な

お
、
申
請
の
際
に
は
、
振
込
金
融

機
関
が
証
明
で
き
る
も
の
（
通
帳

な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

12
月
28
日
�
ま
で

町
福
祉
課
児
童
係
○内
２
１
２

７
ま
た
は
、
県
こ
ど
も
安
全
課
児

童
手
当
母
子
福
祉
担
当
�
８
３
０

│
３
３
３
７

来
春
小
学
校
へ
入
学
を
予
定
し

て
い
る
お
子
さ
ま
に
対
し
、
入
学

前
に
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。

対
象
者
は
、
通
学
区
の
小
学
校

で
健
康
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

日
程
等
詳
細
に
つ
い
て
は
10
月

初
旬
ま
で
に
通
知
を
郵
送
し
ま
す

が
、
通
知
の
届
か
な
い
方
は
学
校

教
育
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

検
診
内
容

内
科
・
歯
科
・
耳
鼻

科
・
眼
科
・
視
力
・
聴
力
等

対
象
者

平
成
13
年
4
月
2
日
〜

平
成
14
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
お

子
さ
ま

期
日

10
月
上
〜
下
旬
を
予
定

受
付
時
間

12
時
30
分
〜
13
時

学
校
教
育
課
○内
２
５
３
１

町
で
は
、
町
内
に
お
住
ま
い
の

高
齢
者
の
方
々
に
対
し
て
、
敬
老

の
意
を
表
し
長
寿
を
祝
福
す
る
た

め
、
敬
老
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者

今
年
の
1
月
1
日
か
ら

引
き
続
き
町
内
に
住
所
を
有
し
て

い
る
方
で
、
9
月
1
日
現
在
で
次

の
①
〜
⑤
に
該
当
す
る
方

①
満
80
歳
の
方
　
②
満
85
歳
の
方

③
満
90
歳
の
方
　
④
満
95
歳
の
方

⑤
満
1
0
0
歳
以
上
の
方

支
給
金
額

支
給
時
期

10
月

※
対
象
と
な
る
方
に
は
、
9
月
中

に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

福
祉
課
総
合
福
祉
係
○内
２
１

２
６特

別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
は
、

平
成
20
年
3
月
31
日
で
す
。（
こ

の
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
法
律
の

規
定
に
よ
り
、
特
別
弔
慰
金
を
受

け
る
権
利
が
消
滅
し
ま
す
）

対
象
者

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時

の
ご
遺
族
で
、
平
成
17
年
4
月
1

日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料
、
遺

族
年
金
等
を
受
け
る
方
が
い
な
い

場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順

位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
特
別
弔
慰

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

1.
弔
慰
金
の
受
給
権
者

2.
戦
没
者
等
の
子

3.
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟

姉
妹
（
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を

有
し
て
い
な
か
っ
た
方
等
は
除
き

ま
す
）

4.
前
記
3
以
外
の
①
父
母
②
孫
③

祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

5.
前
記
1
か
ら
4
以
外
の
三
親
等

内
の
親
族
（
戦
没
者
等
の
死
亡
時

ま
で
引
き
続
き
1
年
以
上
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま

す
）

給
付
内
容

額
面
40
万
円
、
10
年

償
還
の
記
名
国
債

請
求
窓
口

福
祉
課
総
合
福
祉
係

○内
２
１
２
６

新
築
、
増
築
し
た
家
屋
に
つ
い

て
は
、
建
築
材
料
、
床
面
積
な
ど

を
調
査
し
て
、
固
定
資
産
税
の
算

出
基
礎
と
な
る
評
価
額
を
決
定
し

ま
す
。

該
当
す
る
お
宅
に
は
、
税
務
課

職
員
が
随
時
調
査
に
伺
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
家
屋
の
全
部
あ
る
い
は
一

部
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
町
に

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
町
職
員
を
装
う
事
業
者
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

不
審
に
思
っ
た
場
合
は
、
役
場
税

務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

税
務
課
固
定
資
産
税
係
○内
２

１
５
４

利用時間 月～金曜の９時３０分～
１６時。ただし、９月４日、１１日、
２１日、２５日を除きます。
年齢別に開放する日もありますの

で、詳しくはお問い合わせください。
★子育てに関する電話相談を行って

います。

日程 月・水・木曜の１２時～１４時
(この間センターは開放していませ
んので、ご了承ください。)

子育て支援センター�７２８－

３４８２

ひ
と
り
親
家
庭
児
童

就
学
支
度
金

支
給
制
度
の
ご
案
内

就
学
時
健
康
診
断
を

行
い
ま
す

特
別
弔
慰
金
の
請
求
は

お
済
み
で
す
か
？

家
屋
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

敬
老
祝
金
を支

給
し
ま
す

〜
申
請
は
12
月
28
日
ま
で
に
！
〜

問問

年
　
　
　
齢�

支
給
金
額�

満
８０
歳
、満
８５
歳
の
方�

満
９０
歳
、満
９５
歳
の
方�

満
１
０
０
歳
以
上
の
方�

２
万
円�

３
万
円�

５
万
円�

問

問

問 〜
家
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
方
へ
〜
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